
 
委
員
 
五
〇
〇
万
円
と
い
う
金

額
の
根
拠
は
。

 
担
当
者
 
去
年
二
六
件
、
四
四

五
万
二
、
〇
〇
〇
円
が
総
貸
付
額

で
あ
り
、
年
度
の
中
で
の
二
カ
月

間
の
最
大
の
貸
付
額
か
ら
返
還
分

を
引
き
、
年
度
当
初
に
多
少
残
る

未
返
還
分
を
繰
り
越
し
た
額
で
算

出
し
て
い
ま
す
。

 
委
員
 
現
場
で
い
ろ
い
ろ
や
り

と
り
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

占
有
の
定
義
は
明
確
な
の
か
。

 
担
当
者
 
占
用
し
て
使
用
料
を

取
る
か
取
ら
な
い
か
に
つ
い
て
は
、

様
々
な
事
例
が
出
て
お
り
、
今
事

例
を
見
な
が
ら
許
可
し
た
り
、
使

用
料
の
有
無
を
判
断
し
て
い
ま
す
。

 
委
員
 
業
務
内
容
は
、
町
田
駅

の
駅
前
連
絡
所
と
同
じ
に
な
る
の

か
。

 
担
当
者
 
同
じ
業
務
を
想
定
し

て
い
ま
す
。
職
員
体
制
は
、
業
務

時
間
が
平
日
は
午
前
七
時
か
ら
午

後
七
時
、
土
日
は
午
前
一
〇
時
か

ら
午
後
五
時
で
、
時
間
を
ず
ら
し

て
勤
務
し
ま
す
。

　
二
〇
〇
九
年
九
月
三
〇
日
を
も

っ
て
、
暫
定
給
料
表
の
効
力
が
失

わ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
暫
定
給
料

表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
の
取

扱
い
を
定
め
る
た
め
、
所
要
の
改

正
を
す
る
も
の
で
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
し
、
平
成
二
一
年
一
〇
月

一
日
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
健
康
保
険
法
施
行
令
の
改
正
に

よ
り
、
七
〇
歳
未
満
の
被
保
険
者

に
つ
い
て
も
入
院
医
療
費
等
に
係

る
高
額
療
養
費
を
保
険
者
が
医
療

機
関
に
直
接
支
払
う
制
度
が
開
始

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
被
保
険
者

に
対
す
る
基
金
か
ら
の
貸
付
け
が

減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
基
金

の
額
を
三
、
〇
〇
〇
万
円
か
ら
五

〇
〇
万
円
に
減
額
す
る
た
め
、
所

要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
、
平
成

二
一
年
一
〇
月
一
三
日
か
ら
施
行

さ
れ
ま
し
た
。

 
委
員
 
が
ん
の
方
が
自
分
で
相

談
に
来
た
場
合
、
医
療
対
応
で
は

な
く
相
談
に
な
る
の
か
。

 
担
当
者
 
他
の
病
院
か
ら
入
棟

を
希
望
す
る
方
で
、
本
人
が
来
る

場
合
は
診
療
報
酬
に
な
り
ま
す

が
、
家
族
が
来
た
場
合
に
は
相
談

料
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

 
委
員
 
ど
う
い
っ
た
先
生
が
相

談
に
乗
る
の
か
。

 
担
当
者
 
緩
和
ケ
ア
に
は
、
内

科
医
、
外
科
医
が
一
名
お
り
、
そ

の
二
人
が
主
に
な
っ
て
、
あ
と
看

護
師
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
と
い
っ

た
体
制
を
考
え
て
い
ま
す
。

 
委
員
 
正
規
職
員
一
人
あ
た
り

の
平
均
減
額
は
ど
の
く
ら
い
か
。
 
 
 

　
担
当
者
 
総
額
で
二
億
二
、
〇

〇
〇
万
円
、
一
人
あ
た
り
平
均
で

は
お
お
む
ね
八
万
円
程
度
に
な
り

ま
す
。

 
委
員
 
資
格
証
の
ま
ま
病
院
に

入
っ
て
く
る
方
の
対
応
は
ど
う
な

る
の
か
。

 
担
当
者
 
滞
納
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
審
査
機
関
か
ら
病
院
に

四
二
万
円
が
給
付
さ
れ
ま
す
。

 
委
員
 
貸
付
金
よ
り
高
い
場
合

で
出
産
し
た
人
は
ど
う
い
っ
た
手

順
に
な
る
の
か
。
　
　

 
担
当
者
 
退
院
す
る
と
き
に
差

額
分
を
支
払
え
ば
済
み
ま
す
。

伴
い
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
日

か
ら
二
〇
一
一
年
三
月
三
一
日
ま

で
の
間
に
出
産
し
た
者
に
対
し
、

出
産
育
児
一
時
金
を
三
五
万
円
か

ら
三
九
万
円
に
暫
定
的
に
引
き
上

げ
る
と
と
も
に
、
地
方
税
法
等
の

改
正
に
伴
い
、
上
場
株
式
等
の
申

告
分
離
選
択
課
税
の
創
設
そ
の
他

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
所
要
の

改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

　
健
康
保
険
法
施
行
令
の
改
正
に

　
町
田
市
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
対

象
に
し
た
新
た
な
懇
談
会
の
設
置

に
伴
い
、
こ
の
条
例
で
設
置
し
て

い
る
町
田
市
体
育
施
設
運
営
協
議

会
を
廃
止
す
る
た
め
、
所
要
の
改

正
を
す
る
も
の
で
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

 
委
員
 
用
地
購
入
費
に
つ
い
て
、

国
指
定
文
化
財
保
護
事
業
で
高
ヶ

坂
石
器
時
代
遺
跡
が
急
に
浮
上
し

た
よ
う
だ
が
、
経
過
は
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
国

の
文
化
財
の
指
定
は
何
年
ぶ
り
か
。

 
担
当
者
 
八
幡
平
遺
跡
な
ど
の

三
地
点
を
も
っ
て
、
高
ヶ
坂
石
器

時
代
遺
跡
と
し
て
、
大
正
一
五
年

に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
八
幡
平
遺

跡
は
、
昨
年
度
、
追
加
調
査
を
行

い
、
遺
跡
の
範
囲
が
広
が
っ
て
い

た
の
で
、
文
化
庁
を
通
じ
て
、
史

跡
の
指
定
に
つ
い
て
建
議
し
、
国

の
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
の
で
、
こ

こ
を
取
得
し
、
保
存
を
図
ら
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
市
内

の
国
の
史
跡
は
こ
こ
だ
け
で
、
他

に
は
旧
永
井
家
が
重
要
文
化
財
と

し
て
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

 
委
員
 
八
幡
平
遺
跡
は
、
現
状

ど
う
な
っ
て
い
て
、
購
入
後
、
ど

の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
。

 
担
当
者
 
石
器
時
代
遺
跡
と
い

う
石
柱
は
立
っ
て
い
ま
す
が
、
現

状
は
農
地
で
下
に
埋
も
れ
て
い
る

状
況
で
す
。
今
後
、
整
備
に
当
た

っ
て
は
、
保
存
管
理
計
画
等
を
文

化
庁
や
東
京
都
教
育
庁
の
専
門
官

等
を
交
え
、
ど
の
よ
う
な
形
で
保

存
整
備
、
活
用
、
保
存
計
画
を
立

て
て
い
く
の
か
、
協
議
し
ま
す
。

 
委
員
 
今
回
の
契
約
金
額
が
一

二
〇
億
八
、
一
八
〇
万
八
、
二
〇

〇
円
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
体
工

事
で
あ
り
、
別
途
発
注
工
事
を
含

め
る
と
幾
ら
か
。

　
担
当
者
 
当
初
計
画
の
際
は
総

額
で
一
五
〇
億
円
を
想
定
し
て
い

ま
し
た
が
、
本
体
工
事
で
は
予
定

金
額
よ
り
二
〇
億
円
ほ
ど
低
い
入

札
金
額
と
な
り
、
総
じ
て
一
三
〇

億
円
位
と
な
る
か
と
考
え
て
い
ま

す
。

　
委
員
　
二
〇
一
二
年
に
向
け

た
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
。

　
担
当
者
　
本
体
工
事
に
つ
い
て

は
、
今
年
度
中
に
地
下
部
分
の
掘

削
工
事
を
始
め
、
来
年
度
に
わ
た

り
引
き
続
き
掘
削
工
事
を
行
い
、

後
半
か
ら
は
鉄
骨
の
建
て
方
工
事

に
入
り
、
二
〇
一
一
年
の
中
ご
ろ

に
こ
れ
を
終
了
し
ま
す
。
そ
の
後
、

内
外
装
工
事
を
行
い
二
〇
一
二
年

に
ほ
ぼ
完
成
し
ま
す
。

 
委
員
 
市
内
業
者
の
活
用
に
つ

い
て
、
商
工
会
議
所
に
ゆ
だ
ね
る

と
聞
い
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
方

法
で
市
内
業
者
が
選
ば
れ
る
の
か
。

 
担
当
者
 
町
田
市
と
商
工
会
議

所
、
さ
ら
に
は
落
札
者
と
市
内
業

者
を
活
用
す
る
た
め
の
連
携
を
行

っ
て
い
く
と
い
う
提
案
が
あ
り
ま

し
た
。
中
身
の
詳
細
な
部
分
は
具

体
的
に
は
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
委
員
　
前
回
、
附
帯
決
議
を
委

員
会
で
つ
け
て
、
四
月
か
ら
一
三

回
、
十
分
協
議
を
行
っ
た
と
本
会

議
で
答
弁
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
内

容
や
様
子
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

 
担
当
者
 
周
辺
の
個
人
の
方
へ

の
話
を
含
め
る
と
、
一
七
回
説
明

会
を
行
っ
て
お
り
、
様
々
な
意
見

を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
照
明
灯

の
位
置
は
、
な
ぜ
こ
の
場
所
に
な

っ
た
の
か
。
立
体
図
の
よ
う
な
も

の
で
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
で
き

る
図
面
を
示
し
て
ほ
し
い
。
地
形

を
反
映
し
た
照
度
分
布
図
を
示
し

て
ほ
し
い
。
ラ
ン
プ
は
虫
が
寄
ら

な
い
よ
う
な
配
慮
を
し
て
あ
る
の

か
。
騒
音
に
つ
い
て
近
隣
住
宅
付

近
で
調
査
を
し
て
ほ
し
い
。
今
後

観
戦
者
が
増
加
し
た
場
合
の
交
通

渋
滞
対
策
、
駐
車
場
の
対
応
に
つ

い
て
の
話
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

今
後
も
説
明
会
を
行
っ
て
い
こ
う

と
考
え
て
い
ま
す
。
協
議
の
様
子

に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
ゼ
ル
ビ

ア
を
応
援
す
る
こ
と
は
変
わ
ら
な

い
と
い
う
話
は
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
そ
の
中
で
、
陸
上
競
技
場
を

ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
の
か
で
意

見
調
整
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
す
。
完
成
後
も
、
運
用

な
ど
の
面
で
協
議
が
必
要
な
場
合

も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

町
田
市
庁
舎
新
築
工
事

請
負
契
約

南
町
田
駅
前
連
絡
所

借
上
事
業

町
田
市
立
公
園
条
例
の

一
部
改
正

野
津
田
競
技
場
ナ
イ
タ
ー

照
明
設
備
設
置
工
事
請
負

契
約

文
化
財
保
護
費

町
田
市
民
病
院
使
用
条
例

の
一
部
改
正

町
田
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

町
田
市
体
育
施
設
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

町
田
市
職
員
の
期
末
手
当

支
給
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

町
田
市
国
民
健
康
保
険
出
産

費
資
金
貸
付
基
金
条
例
の
一

部
改
正

町
田
市
国
民
健
康
保
険
高

額
療
養
費
資
金
貸
付
基
金

条
例
の
一
部
改
正

町
田
市
一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
　
　
　
　

町
田
市
国
民
健
康
保
険
高
額

療
養
費
資
金
貸
付
基
金
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
出
産
育
児
一
時
金
の
受
取
代
理

が
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
貸

付
額
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
、
及

び
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
日
か
ら

実
施
さ
れ
る
出
産
育
児
一
時
金
の

医
療
機
関
等
へ
の
直
接
支
払
制
度

に
伴
い
、
更
に
貸
付
額
の
減
少
が

見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
基
金
の

額
を
二
、
〇
〇
〇
万
円
か
ら
六
〇

〇
万
円
に
減
額
す
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
す
る
も
の
で
、
平
成
二

一
年
一
〇
月
一
三
日
か
ら
施
行
さ

れ
ま
し
た
。

　
東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則

の
改
正
に
伴
い
、
当
該
施
行
規
則

に
準
じ
て
定
め
て
い
る
公
園
占
用

料
を
改
め
る
た
め
、
所
要
の
改
正

を
す
る
も
の
で
、
平
成
二
二
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　
緩
和
ケ
ア
病
棟
へ
の
入
棟
審
査

の
た
め
の
相
談
料
を
新
設
す
る
た

め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の

で
、
平
成
二
一
年
一
〇
月
一
三
日

か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

町
田
市
民
病
院
使
用
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

町
田
市
立
公
園
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

町
田
市
国
民
健
康
保
険
出

産
費
資
金
貸
付
基
金
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

可
決
し
た
議
案
の
内
容

市議会には、４つの常任委員会が設置されており、本会議で付託された議案・請願等、各所管事項について
詳細にわたり審査を行いました。その中から、各委員会の主な審査状況をお知らせします。
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